
　65歳以上の方の保険料は、４月１日現在の被保険者本人と世帯員の方の令和２年度町民税課税状
況などを基に決定し、７月中旬に決定通知書を送付します。

　国の制度改正により、平成27年度から低所得段階の方を対象とした介護保険料軽減強化策が実施
されています。令和元年10月から消費税が10％へ引き上げられたことに伴い、令和２年度について
は、65歳以上の方（第１号被保険者）で住民税非課税世帯の方（第１段階～第３段階）の介護保険
料が以下のように軽減されます。

　要支援・要介護認定を受けている皆さんに、前年の所得により利用者負担を決定した（１割・２
割・３割と記載）新しい負担割合証を７月末ごろに送ります。８月から介護保険のサービスを利用
するときは、『介護保険被保険者証』（オレンジのカード）と一緒に新しい負担割合証をサービス
事業者に忘れずに提示してください。
 ※期限の過ぎたものは使えませんので、注意してください。

～決定通知書を送付／非課税世帯は軽減～
【介護保険料決定通知書を送付します】

【非課税世帯の方の保険料が軽減されます】

（基準額：5,719円）白老町の第7期介護保険料額（平成30年度～令和2年度）

問い合わせ先：高齢者介護課　介護保険グループ　☎８２－５５４１

問い合わせ先：高齢者介護課　介護保険グループ　☎８２－５５４１

介護保険負担割合証（黄色いカード）を送ります

令和２年度介護保険料の案内


